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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和2年11月26日(2020.11.26)

【公開番号】特開2018-206353(P2018-206353A)
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【出願番号】特願2018-3840(P2018-3840)
【国際特許分類】
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   Ａ６３Ｆ  13/25     (2014.01)
   Ａ６３Ｆ  13/55     (2014.01)
   Ａ６３Ｆ  13/525    (2014.01)
   Ａ６３Ｆ  13/211    (2014.01)
   Ａ６３Ｆ  13/212    (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｔ   19/00     ３００Ｂ
   Ｇ０６Ｆ    3/01     ５１０　
   Ｇ０６Ｆ    3/0484   １２０　
   Ａ６３Ｆ   13/25     　　　　
   Ａ６３Ｆ   13/55     　　　　
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   Ａ６３Ｆ   13/211    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月13日(2020.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  表示部を備えるヘッドマウントデバイスを介してユーザに仮想空間を提供するためにコ
ンピュータにより実行される情報処理方法であって、
第２オブジェクトを少なくとも含む仮想空間データを特定するステップと、
  前記ユーザの仮想視点を前記仮想空間内に特定し、前記仮想視点に基づいて視界画像を
定義するステップと、
  前記視界画像を前記表示部に表示させるステップと、
  前記ヘッドマウントデバイスの動きに基づいて前記仮想視点を動かし始めるとともに、
前記仮想視点の移動先である第１位置を予測するステップと、
  前記第１位置に基づいて第２オブジェクトの移動先である第２位置を特定するステップ
と、
前記第２位置に前記第２オブジェクトを移動させるステップと、
を備え、
前記第２位置は前記仮想空間において、前記第２オブジェクトとは異なる第１オブジェク
トが表示されている位置よりも、前記ユーザに近い位置である、
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　情報処理方法。
【請求項２】
前記第２オブジェクトは、前記ユーザによって操作可能なオブジェクトである請求項１に
記載の情報処理方法。
【請求項３】
　前記第１オブジェクトは、前記ユーザによって操作できないオブジェクトである請求項
２に記載の情報処理方法。
【請求項４】
前記第２オブジェクトを移動させるステップは、前記仮想空間において前記第１オブジェ
クトが表示されている第３位置の領域と、前記仮想視点の移動先である第１位置の領域と
が、前記ユーザの仮想視点を基準にしたときに、少なくとも一部重なる場合に、前記第２
位置に前記第２オブジェクトを移動させるステップである、
請求項１から３いずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項５】
前記第２オブジェクトを移動させるステップは、前記第１オブジェクトの優先度よりも、
前記第２オブジェクトの優先度が高い場合に、前記第２位置に前記第２オブジェクトを移
動させるステップである、
請求項１から４いずれか一項に記載の情報処理方法。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか一項に記載の情報処理方法をコンピュータに実行させる、プログ
ラム。
【請求項７】
少なくともメモリと、前記メモリに結合されたプロセッサとを備え、前記プロセッサの制
御により請求項１～５のいずれか一項の情報処理方法を実行する、装置。
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